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岡山県立大学の概要

学生数 学部 学科

保健福祉学部 看護学科
栄養学科
現代福祉学科
子ども学科

１７４５ ３ １０ ３

大学院

保健福祉学研究科

情報工学部

デザイン学部

情報通信工学科
情報システム工学科
人間情報工学科

ビジュアルデザイン学科
工芸工業デザイン学科
建築学科

情報系工学研究科

デザイン学研究科

１５３ ５９

教員数 事務職員数

10.3 教員一人当たり
の学部生数

（院生含む）



障がい学生支援体制の沿革

2015年（平成27年）

大学教育開発センター 学生支援部会内に学生支援室 設置 （10月）

2016年（平成28年）

学生支援室

障害を理由とする差別の解消の推進に関する公立大学法人岡山県立大学教職員対応要領 作成

対応要領に基づく手続マニュアル 作成

2019年（平成31年）

学生生活支援部門を含む「キャリア・学生生活支援センター」 設置

学生支援室の業務を学生生活支援部門に移行

障害者差別解消法
施行に向けて

☑ 障がいのある学生の支援に関すること
☑ 学内のバリアフリー環境等の点検・改善に関すること



大学組織図と学生生活支援体制

学 長

大学院

保健福祉学部

情 報 工 学 部

デザイン学部

看 護 学 科

栄 養 学 科

共 通 教 育 部

ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ 高 大 連 携 セ ン タ ー

附 属 図 書 館

事 務 局

地域連携・研究推進課

総 務 課

教 学 課

図 書 班

企画広報班

連携推進班

総 務 班

学部事務班

経 理 班

入 試 班

学生支援班

現 代 福 祉 学 科

子 ど も 学 科

人 間 情 報 工 学 科

情 報 通 信 工 学 科

情 報 シ ス テ ム 工 学 科

ビ ジ ュ ア ル デ ザ イ ン 学 科

広 報 メ デ ィ ア 開 発 セ ン タ ー

工 芸 工 業 デ ザ イ ン 学 科

建 築 学 科

地 域 創 造 戦 略 セ ン タ ー

教 育 開 発 セ ン タ ー

キャリア・学生生活支援センター
グ ロ ー バ ル ラ ー ニ ン グ セ ン タ ー

学 術 研 究 推 進 セ ン タ ー

総 合 情 報 推 進 セ ン タ ー

副学長

3 研 究 科 8 専 攻

教 務 班

大 学

就

職

支

援

部

門

キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
部
門

学
生
生
活
支
援
部
門

● ● ●

●

各学科教員：10人

職員：2名
保健室職員：1名

専任教職員 不在



障がい学生支援の流れ

教員

学生生活支援部門員

学生支援班

保健室

学生

（保護者）

相談

支援要請

相談

支援要請

『支援申請書』
② 作成② 作成

支援・配慮検討会議

『配慮要請』

学生生活支援部門員

作成

提出

④ 合理的配慮の合意形成

① ① ③

支援要請から合意形成

学生生活
支援部門長

学科長
アドバイザー
関係部局長

授業の担当教員

⑥ 合理的配慮の実施

学生

『授業におけ
る配慮要請』

『配慮要請』
⑤ 通知

⑤ 通知 ⑥ 合理的配慮の実施

学生生活支援部門員

⑦ 点検
⑧ 更新確認

「はっとりん」の受講者名簿から
合理的配慮対象学生を確認できる

学生支援班

学生本人

配慮要請から合理的配慮の継続または終了



障がい学生支援の流れ

教員

学生生活支援部門員

学生支援班

保健室

学生

（保護者）

相談

支援要請

相談

支援要請

『支援申請書』
② 作成② 作成

支援・配慮検討会議

『配慮要請』

学生生活支援部門員

作成

提出

④ 合理的配慮の合意形成

① ① ③

①支援要請（相談）

・障がいのある学生またはその保護者から修学支援等に関する相談や支援要請を受けた教職員が
学生生活支援部門員，学生支援班，保健室につなぐ．

・修学支援等が必要と思われる学生がいた場合，教員が本人の意思を確認したうえで，
学生生活支援部門員，学生支援班，保健室に相談．

支援要請から合意形成



障がい学生支援の流れ

教員

学生生活支援部門員

学生支援班

保健室

学生

（保護者）

相談

支援要請

相談

支援要請

『支援申請書』
② 作成② 作成

支援・配慮検討会議

『配慮要請』

学生生活支援部門員

作成

提出

④ 合理的配慮の合意形成

① ① ③

②支援申請書の作成

・支援要請（相談）を受けた学生生活支援部門員が修学状況のアセスメントと支援ニーズの把握を
行いながら，『支援申請書』を学生とともに作成.

・必要であればアドバイザー，学科長，教務専門委員と連携を図りながら作成．

支援要請から合意形成

アドバイザー制度
少人数の学生グループに複数の教員がアドバイザーとなり，定期的な面談，日常的な相談等を行う制度



学修上の支援・配慮希望

学修以外の支援・配慮希望

その他の支援・配慮希望
障害の種別

医師の診断の有無
障害者手帳の種別・等級
介助の必要性

根拠書類
身体障害者手帳

療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

または
診断書

『支援申請書』



障がい学生支援の流れ

教員

学生生活支援部門員

学生支援班

保健室

学生

（保護者）

相談

支援要請

相談

支援要請

『支援申請書』
② 作成② 作成

支援・配慮検討会議

『配慮要請』

学生生活支援部門員

作成

提出
① ① ③

③支援・配慮検討会議の開催，配慮要請の作成

・支援・配慮検討会議では，要請に対する合理的配慮の提供の可否や程度，個人情報開示範囲など
を検討．

・学生生活支援部門長が支援申請書および支援・配慮検討会議結果に照らし『配慮要請』を作成．

支援要請から合意形成

④ 合理的配慮の合意形成

④合理的配慮の合意形成

・『配慮要請』を学生に提示．内容や個人情報の取り扱いなどに合意が得られた場合，合意形成．

・『授業における配慮要請』も同時に作成して合意形成とする．



障害の概要

授業における配慮内容

授業以外における配慮内容

関係部局宛て
部門長名

通知方法の選択 □ 事務局から担当教員へ通知
□ 本人が担当教員へ依頼

署名欄 署名＝合意形成

担当教員の連絡先

『配慮要請』



『授業における配慮要請』

科目担当者宛て
部門長名

授業における配慮内容

担当教員の連絡先

合意形成の際に「配慮要請」とともに提示



障がい学生支援の流れ

学生生活
支援部門長

学科長
アドバイザー
関係部局長

授業の担当教員

⑥ 合理的配慮の実施

学生

『授業におけ
る配慮要請』

『配慮要請』
⑤ 通知

⑤ 通知 ⑥ 合理的配慮の実施

学生生活支援部門員

⑦ 点検
⑧ 更新確認

「はっとりん」の受講者名簿から
合理的配慮対象学生を確認できる

配慮要請から合理的配慮の継続または終了

学生支援班

学生本人



障がい学生支援の流れ

学生生活
支援部門長

学科長
アドバイザー
関係部局長

授業の担当教員

⑥ 合理的配慮の実施

学生

『授業におけ
る配慮要請』

『配慮要請』 ⑤ 通知

学生支援班 ⑤ 通知 ⑥ 合理的配慮の実施

学生生活支援部門員

⑦ 点検
⑧ 更新確認

「はっとりん」の受講者名簿から
合理的配慮対象学生を確認できる

配慮要請から合理的配慮の継続または終了

⑤『配慮要請』と『授業における配慮要請』の通知

・学生生活支援部門長から学科長，アドバイザー，関係部局長に『配慮要請』を通知．

・配慮を希望する授業の担当教員に具体的な配慮の内容を記した『授業における配慮要請』を通知．

※本人が希望した通知方法（事務局から・本人から）

・履修科目担当教員に教学システムの受講者名簿から合理的配慮対象学生であることが通知．

学生本人



障がい学生支援の流れ 配慮要請から合理的配慮の継続または終了

教学システムの受講者名簿



障がい学生支援の流れ

学生生活
支援部門長

学科長
アドバイザー
関係部局長

授業の担当教員

⑥ 合理的配慮の実施

学生

『授業におけ
る配慮要請』

『配慮要請』
⑤ 通知

⑤ 通知 ⑥ 合理的配慮の実施

学生生活支援部門員

⑦ 点検
⑧ 更新確認

「はっとりん」の受講者名簿から
合理的配慮対象学生を確認できる

配慮要請から合理的配慮の継続または終了

⑥合理的配慮の実施

・『配慮要請』の内容に従って合理的配慮を実施．

・必要であれば，ピア・サポーター学生と合理的配慮を実施．

学生支援班

学生本人



障がい学生支援の流れ

学生生活
支援部門長

学科長
アドバイザー
関係部局長

授業の担当教員

⑥ 合理的配慮の実施

学生

『授業におけ
る配慮要請』

『配慮要請』
⑤ 通知

⑤ 通知 ⑥ 合理的配慮の実施

学生生活支援部門員

⑦ 点検
⑧ 更新確認

「はっとりん」の受講者名簿から
合理的配慮対象学生を確認できる

配慮要請から合理的配慮の継続または終了

学生支援班

学生本人

⑦合理的配慮内容の点検

・学生と定期的に面談を行い，合理的配慮の内容等の点検を実施．

・改善が必要であれば，関係する教職員と連携しながら，改善計画を作成．

・改善計画の合意により，計画を実施．



障がい学生支援の流れ

学生生活
支援部門長

学科長
アドバイザー
関係部局長

授業の担当教員

⑥ 合理的配慮の実施

学生

『授業におけ
る配慮要請』

『配慮要請』
⑤ 通知

⑤ 通知 ⑥ 合理的配慮の実施

学生生活支援部門員

⑦ 点検
⑧ 更新確認

「はっとりん」の受講者名簿から
合理的配慮対象学生を確認できる

配慮要請から合理的配慮の継続または終了

学生支援班

学生本人

⑧更新確認

・『配慮要請』の有効期限は，当該年度末まで．

・更新を確認．

・学生が継続して配慮・支援を希望する場合は，更新手続き（配慮要請の再作成）．

・更新手続きが行われない場合は，休止または終了．

・症状が変化する内容に関しては，更新手続きの際に診断書等（提出直前3ヶ月以内）を再提出．



支援の状況

聴覚障害

肢体不自由

発達障害

精神障害

22

3人

3人

11人

5人

2016年～2021年7月末現在

合理的配慮提供学生数（2016～2021年7月）
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支援事例

低振動ブロック舗装
（全長約200m）

多目的トイレの改修
（複数個所）

肢体不自由への配慮

固定椅子撤去
（複数個所）

ロッカー・バッテリー充電

スロープの増設

ATM反射防止シート
（中国銀行）

【電動車椅子：1件，自走式車椅子：1件，下肢装具：1件】

・学内健康診断で特別車両を手配

・駐車場の使用許可



支援事例 車椅子使用への配慮 【自走式車椅子：1件】

通学支援

■服部駅が無人駅でありJR職員が対応できない

■JR職員の人手不足で専任の職員を配置できない

■車掌は他の業務があるため対応できない

■スロープの準備から撤収までを停車時間内に実施できない

課題

岡山駅⇔服部駅（大学最寄り駅）

●朝の電車1本については，JR職員が対応

●夕方と夜の電車各1本については，車掌乗車のためボランティアが対応

●ボランティアは研修を受講

●スロープは服部駅のロッカーで保管

解決策



支援事例

聴覚障害への配慮

・講義中，教員がFMマイク・ロジャーを使用

・ロジャー取扱説明書の作成と配布

・ハウリング防止のためのマイク設置と使用

・ハウリング防止のためのオーディオケーブル設置と使用

・視覚的情報の提供

・グループワークでの少人数設定

・オンライン授業（リアルタイム）のアーカイブ提供

・オンデマンド授業の字幕付記

【人工内耳：2件，補聴器：1件】

オーディオケーブル
を全教室に設置

車椅子使用への配慮 【電動車椅子：1件】

排泄介助

保健福祉学科教員
事務局・保健室職員
学生（友人）

排泄介助の方法（尿器利用の場合）について，
講師による人体モデルを用いた排泄介助方法
のデモンストレーションと説明

学科内勉強会の開催

ロジャー
取扱説明書の作成



支援事例

発達障害への配慮 【11件】

・視覚的情報の提供（授業内容，提出締切，試験日時など）
・離席への理解
・居眠り時の声掛け
・板書の撮影許可
・履修登録の補助
・少人数でのプレゼン実施または代替課題の提供
・大音量の予告
・スケジュール管理指導
・課題提出状況の確認と遅延配慮

オンライン授業により顕在化（グレーゾーン学生含む）

障害等により困難さを抱えやすい学生の受講
を想定したオンライン授業の対応

オンライン授業におけるガイドライン

⇒発達障害の特性

⇒起こっている問題

⇒具体的な対応

・指示語をなるべく控えて具体的

に説明する．

・あいまいな表現を用いず，具体

的かつ明瞭に話す．

・概ねどのタイミングで何の資料

と課題を提示するかを一覧にして

提示する．

・出欠機能またはメールにて，課

題を受け取ったことを知らせる．



支援事例

精神障害への配慮 【5件】

・授業内の発表の予告（服薬準備のため）
・プレゼンの免除
・ペアワークの配慮（教員とペア）
・発言指名の免除
・理解状況の確認

検討課題

◆オンライン授業の提供依頼に対する対応

色覚異常への配慮

・色覚異常の特性の周知
・色のバリアフリーの実施依頼
・バリアフリーチョークへの切り替え

様々な問題を抱えている学生対応

・教職員のための学生対応マニュアルの作成（作成中）
・アドバイザー制度による定期的な面談の実施



研修会と支援ネットワーク

研修会

情報共有・支援相談・（リソース共有）

大学コンソーシアム岡山 （18大学）

障がい学生支援委員会

UE-Net （13大学，3専門機関，1行政）
（設立会員：広島大学、広島文教大学、鳥取大学、岡山大学、山口大学）

2019年度に参画

・教職員，学生を対象とした研修会の開催

・参画組織における研修会への参加



支援における課題

配慮要請書の作成

【教職員の業務過多】

専任教職員の不在

受講者名簿へ配慮要請書
の添付を検討中

配慮要請の通知

・所属学科の教員が支援申請書＆配慮要請書を作成
・特定の学科に集中することがある

・事務局から授業担当教員への通知希望が大半
・本人から通知するケースは殆どない（オンラインで特に）
・学生の履修科目と担当教員を調べて，文書を送付（非常勤講師含めて）

【ハード面の整備】

財政的課題

・自動ドアの不足
・エレベーターの不足

【現場の声】

・科目によって配慮できる範囲に限界がある
・配慮しようとしても対象学生からの反応がないので配慮できない（レポート未提出など）
・対象学生本人と保護者との間に希望する配慮内容が異なることがある（過保護？）
・グレーゾーンの学生をどのように医療機関につなぐか



ご清聴ありがとうございました

本学の取り組みについてご質問等あれば，以下のアドレスにご連絡ください．

本学の課題に対して，以下のアドレスにアドバイス等いただけると幸いです．

s.saito@ss.oka-pu.ac.jp

キャリア・学生生活支援センター長
情報工学部 人間情報工学科 教授

齋藤 誠二
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